
既存不適合機械等の更新の支援（間接補助金）
令和２年度要求額 7.2億円（平成31年度予算額 4.1億円）

 クレーン等の危険な機械等は、構造規格に適合しなければ譲渡、設置や使用ができないが、構造規格の改正時
には、既存の機械等への適用が猶予されることが多い。

 特に、資力の乏しい中小企業等においては、機械等の更新が進まず、既存不適合機械等を使用し続けるおそれ。
 このため、機械等の更新に要する費用の一部を補助する。（間接補助金）

国 補助事業者
既存不適合機械等

所有事業者
（中小企業）

定額補助金 間接補助金※

補助率1/2

間接補助対象の費用
既存不適合機械等を最新構造規格に適合させるために要する費用
①改正移動式クレーン構造規格に規定する過負荷防止装置を備えていない既存の移動式クレーン（３t未満）の
改修・買い換え等（上限20万円の1/2）

②改正安全帯の規格（平成31年２月１日）に適合していない既存の安全帯の買い換え（上限2.5万円の1/2）

公募による選定

※ 事業場規模、対象機械等の安全性
等を審査の上、競争的に交付決定


